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事務用箋
類型名 ：文具・事務用品Version2.2

類型番号 ： 112

認定番
号※

： 18 112 078　( 05 112 057 )

ジャンル ：文具・事務用品 > ノート・紙製品

会社名 ：プラス株式会社

有効期限 ： 2032年05月31日

※認定番号の括弧（）内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効
です。

エコマーク商品
古紙パルプ配合率70%以上
18 112 078
プラス株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

JM-112E　

主な認定要件

【グリーン購入法適合】
・紙材に古紙パルプを70%以上使用しています。
・製品にバージンパルプを使用する場合、原料のその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に合法な木材を
使用しています。
・規制アゾ着色剤を使用していません(または30mg/製品kg以上検出されません)。
・紙材に古紙リサイクルの阻害になる禁忌品を含んでいません。

商品情報※

再生紙を使用した、書き味サラサラの事務用箋。セミB5サイズ縦型 横罫8.3mm25行 メモリ付き 50枚

お問い合わせ先

お問い合せ先 プラス株式会社ステーショナリーカンパニー

部署名 お問い合わせセンター

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス12F

電　話 0120-00-0007

FAX

URL http://www.plus.co.jp

代表E-mail plus@plus.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録＜任意＞されたエコマーク商品情報に基づくものです。
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